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有料老人ホーム重要事項説明書 

 

作成日  2024 年 7 月 1 日 

 

１ 事業主体概要 

事業主体名 ＳＯＭＰＯケア株式会社 

代表者名 代表取締役 鷲見 隆充 

所在地 東京都品川区東品川四丁目12番8号 

電話番号／ＦＡＸ番号 03-6455-8560／03-5783-4170 

ホームページアドレス https://www.sompocare.com 

資本金(基本財産) 39億2,516万円 

主な出資者(出捐者)とそ

の金額又は比率 ※１ 
ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 100% 

設立年月日 平成9年5月26日 

直近の事業収支決算額 ※２ （収益）147,256百万円(費用)139,087百万円(損益)8,169百万円 

会計監査人との契約  無 ・ 有（ＥＹ新日本有限責任監査法人） 

他の主な事業 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、居宅サービス事業 

※１ 出資(出捐)額の多い順に上位３者の氏名又は名称並びに各出資(出捐)額又は比率を

記入。 

※２ 原則として、収益は売上高＋営業外収益、費用は売上原価＋販売費及び一般管理費＋営

業外費用、損益は経常利益とする。 

 

２ 施設概要 

施設名 ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ衣笠山公園 

施設の類型

及び表示事

項 

類型 
１ 介護付（一般型・外部サービス利用型） 

２ 住宅型  ３ 健康型 

居住の権利形態 
１ 利用権方式   ２ 建物賃貸借方式 

３ 終身建物賃貸借方式 

入居時の要件 
１ 自立   ２ 要介護  ３ 要支援・要介護 

４ 自立・要支援・要介護 

介護保険 

１ 横須賀市指定介護保険特定施設 

(番号 1471906808 、指定年月日 平成30年7月1日) 

  介護専用型・混合型・混合型（外部サービス利用型）・地域

密着型・介護予防・介護予防（外部サービス利用型） 

２ 介護保険在宅サービス利用可 

居室区分 １ 全室個室（夫婦等居室含む） ２ 相部屋あり 

介護に関わる職員体制  2.5：1 以上 

提携ホームの利用等 

１ 提携ホーム利用可(ご入居者、保証人の希望により

弊社が運営する他のホームへの住み替え可) 

２ 提携ホーム移行型(             ) 

開設年月日 平成23年4月1日 

施設の管理者氏名 今井 しおり 

所在地 神奈川県横須賀市小矢部四丁目8番15号 

電話番号／ＦＡＸ番号 046-850-6541／046-850-6543 

メールアドレス lv_kinugasayamakouen_m@sompocare.com 

交通の便 ※３ ＪＲ横須賀線「衣笠」駅より徒歩15分 
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ホームページアドレス https://www.sompocare.com  

敷地概要 ※４ 

権利形態 所有 ・ 借地 

(借地の場合の契約形態) 通常借地契約・定期借地契約 

(借地の場合の契約期間)   年 月 日～ 年 月 日 

(通常借地契約における自動更新条項の有無)  無・有 

敷地面積 (土地登記簿) 2996.52㎡  (実測) 2953.29㎡ 

建物概要 

権利形態 所有 ・ 借家 

(借家の場合の契約形態) 通常借家契約・定期借家契約 

(借家の場合の契約期間)  平成23年4月１日～平成43年3月31日 

 (20年間) 

 (通常借家契約における自動更新条項の有無)   無・有 

建物の構造 鉄筋コンクリート造 地下１階地上５階建  

(耐火・準耐火・その他) 

延床面積  4285.45㎡（うち有料老人ホーム4285.45㎡） 

建築年月日 平成23年2月28日建築 

改築年月日    年 月 日改築 

建築確認の用途指定 有料老人ホーム・その他(      ) 

居室、一時介護室の概要 

居室総数  104室   定員 104人(一時介護室を除く) 

(内訳) 

 

 居室定員 室 数 面  積 

 

居室 

個  室 104室 18.60㎡～ 18.60㎡ 

 うち２人定員 ― 室    ㎡～   ㎡ 

２人部屋（相部屋） ― 室    ㎡～   ㎡ 

人部屋（相部屋） ― 室    ㎡～   ㎡ 

一時介護

室 

個  室 ― 室    ㎡～   ㎡ 

２人部屋（相部屋） ― 室    ㎡～   ㎡ 

 人部屋（相部屋） ― 室    ㎡～   ㎡ 

 

共用施設・設備の概要（設

置か所、面積、設備の整備

状況等） 

共同生活室(ﾕﾆｯﾄｹｱの場合) 設置階  ―    (     ㎡) 

食堂 設置階  3階      (  260.34 ㎡) 

浴室(一般浴槽) 

設置階   1階1か所 （  7.78 ㎡） 

2階1か所 （  7.27 ㎡） 

     3階1か所 （  8.06 ㎡） 

4階1か所 （  7.65 ㎡） 

5階1か所 （  7.65 ㎡） 

 ※脱衣室含む 

浴室(特別浴槽) 
設置階  地下1階  (   24.48 ㎡) 

      ※脱衣室含む 
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便所 

設置か所 各居室、各階共用 

共用   

地下1階3か所 （   5.15 ㎡ ） 

            （   4.65 ㎡ ） 

         （   4.65  ㎡ ） 

1階2か所 （   4.80 ㎡ ） 

         （   2.75  ㎡ ） 

          2階2か所 （   4.80 ㎡ ） 

         （   2.72  ㎡ ） 

     3階2か所 （   4.80 ㎡ ） 

         （   2.77  ㎡ ） 

4階2か所 （   4.80 ㎡ ） 

         （   2.72  ㎡ ） 

5階2か所 （   4.80 ㎡ ） 

         （   2.72  ㎡ ） 

洗面設備 

設置か所 各居室  

共用 地下1階     ６か所 

     1階      ３か所 

2階         ３か所 

3階     ４か所 

4階          ３か所 

5階     ３か所 

医務室(健康管理室) 設置階  地下1階   ( 23.80  ㎡) 

談話室 

設置階 

  1階リビング   （ 49.23 ㎡） 

  2階リビング   （ 46.28 ㎡） 

  3階リビング   （ 46.28 ㎡） 

  4階リビング   （ 46.28 ㎡） 

  5階リビング   （ 28.06 ㎡） 

応接室/面談室 設置階 地下１階相談室 （ 21.09㎡） 

事務室 設置階 地下1階      ( 57.56  ㎡) 

宿直室 設置階  － 

洗濯室 設置階 地下1階～5階（各 9.70 ㎡） 

汚物処理室 設置階 地下1階～5階（各 5.18 ㎡） 

看護・介護職員室 
設置階 1階～5階   ( 各6.58 ㎡ ) 

※見守りスペースとして 

機能訓練室 
設置階 地下1階    （ 20.26  ㎡） 

他の共用施設との兼用 無・有（   ） 

健康・生きがい施設 
設置階 地下1階 ｶﾌｪ 

（ 35.10 ㎡） 

外来者宿泊室 設置階  －     (  － ㎡) 

エレベーター ※５  ２基(うちｽﾄﾚｯﾁｬｰ搬入可 １基) 

スプリンクラー 設置か所 全館（各居室・設備、廊下） 

居室のある区域の廊下幅 両手すり設置後の有効幅員 （1.85ｍ） 
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緊急通報装置等緊急連絡

・安否確認 

緊急通報装置等の種類及び設置か所 

・各居室及び共用施設（浴室、共同トイレ、食堂）にナースコー 

ルを設置。 

・エレベーター内には非常電話を設置し、エレベーター各階ドア 

には、挟まれ防止センサーを設置しています。 

・各階の共用部分にモニターカメラを設置。 

 

安否確認の方法・頻度等 

安否確認はケアプランに基づき巡回して行っています。 

同一敷地内の併設施設又

は事業所等の概要 ※６ 
― 

有料老人ホーム事業の提

携ホーム及び提携内容 
― 

※３ 最寄りの交通機関からの距離を徒歩で示す場合は、１分を 80ｍ以下の距離で換算する

こと。 

※４ 借地契約を締結していない場合は、敷地面積のみ記入する。 

※５ ここでいうストレッチャーは標準仕様のものとする。 

※６ 同一建物内の施設は全て、営業主体と面積とともに記入する。併設施設又は事業所等

が、介護保険法により居宅サービス事業者として指定されている場合（指定居宅介護支

援を含む）は、その種類と番号を記載すること。 

 

３ 利用料 ※７ 

（１）利用料の支払い方式 

支払い方式 ※８ 前払い方式    月払い方式    選択方式 

入院等による不在時におけ

る利用料金（月払い）の取り

扱い 

１ 減額なし（管理費） 

２ 日割り計算で減額（食費） 

３ 不在期間が 16 日以上の場合に限り、半額請求（水光熱費）。 

利用料金の改定 

条件 
事業者は、費用の改定にあたって、所在する地域の自治体が発

表する消費者物価指数および人件費等を勘案 

手続き方

法 
運営懇談会において説明し、その意見を聴いて行うものとする 

 

（２）前払い方式 

費用の支払方法 ※９ 
「前払金」は入居時一括払い。 

「月額利用料」は毎月月末までに支払うこととする。 

敷金  無 ・ 有（ ―  円、家賃相当額の ― か月分）   
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入居前払金  

(介護費用の前払金除く) 

 １ 法第29条第7項に規定される前払金 

標準前払金＜入居日に満75歳以上の方に適用＞ 

(１人あたり/非課税) 

居室タイプ 価格 

Ａタイプ 3,800,000 円 

Ｂタイプ 5,800,000 円 

Ｃタイプ 6,800,000 円 

Ｄタイプ 7,800,000 円 

 

＜入居日に満 75 歳未満の方の前払金＞ 

標準前払金（「標準前払金」とは、入居日におけるご入居者の満年齢

が満 75 歳以上の方に適用される前払金額です。）に以下の金額を加

算した金額を適用します。 

日割額（想定居住期間 5 年の家賃相当額÷1,826 日）を入居日から起

算して、ご入居者の満 75 歳の誕生日前日までの日数を乗じた額。※

目安額は別紙参照 

 

２ 上記以外の前払金 なし 

 

想定居住期間又は償却期

間 

5年（1,826日） 

算定の基礎（内訳） 

＜標準前払金＞ 

（1か月分の家賃相当額）×60か月（想定居住期間）＋（想定居住期

間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額）より設定 

   

居室タイプ 内訳 

Ａタイプ （41,167円）×（60か月）＋（1,330,000円） 

Ｂタイプ （62,834円）×（60か月）＋（2,030,000円） 

Ｃタイプ （73,667円）×（60か月）＋（2,380,000円） 

Ｄタイプ （84,500円）×（60か月）＋（2,730,000円） 

＊ただし、合計額の100円未満は切捨て 

 

＜入居日に満 75 歳未満の方の前払金＞ 

前払金＝標準前払金＋（日割額×入居日から満 75 歳の誕生日前日ま

での日数） 
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解約時の＠＠返還金（

算定方法等） 

 入居契約書第32条に定める各事由に基づき契約終了したとき、入

居日から契約終了日までの日数（以下「入居日数」という）が5年（

1,826日）未満の場合には、次の計算式によって算出した額を返還金

として、事業者は第44条に定める返還金受取人に返還します。 

なお、千円未満の端数がでた場合にはその端数は切り捨てます。 

 返還金＝（標準前払金－想定居住期間を超えて契約が継続する場

合に備えて受領する額）×（1,826日－入居日数）／1,826日 

  

ただし、入居日の翌日から3か月以内に解約（死亡退去も含む）の

申出がなされた場合は、設置者は、前払金から利用日数に応じた施

設利用料を差し引いた全額を、返還金受取人に返還いたします。な

お、算出した施設利用料に千円未満の端数があるときは、その端数

を切り上げます。 

 

 

 施設利用料＝（標準前払金－想定居住期間を超えて契約が継続す

る場合に備えて受領する額）÷1,826日×（利用日数） 

※入居日に満75歳未満の方は別紙参照 

返還の対象とならない

額の有無 

無 ・ 有（1,330,000 円～2,730,000 円）（標準前払金の 35％の額） 

初期償却の開始日 入居日とします。 

 サービス費用の前払金    円 ～    円 

 

算定の基礎（内訳） ― 

解約時の返還金（算定

方法等） 

― 

返還の対象とならない

額の有無 

無 ・ 有（    円） 

初期償却の開始日 ― 

月額利用料  
 225,182円（税込）（１人あたり） 

 

年齢に応じた金額設定  無 ・ 有      

要介護状態に応じた金

額設定 

  無 ・ 有 

  

料金プラン 

※10 

 

（単位：円） 

月額 

利用料 

内  訳（円） 

管理費 
共有部 

の家賃 

相当額 

介護 

費用 
食費 

光熱 

水費 

家賃 

相当額 
その他 

225,182 106,700 42,600 0 70,602 5,280 0 0 

算定根拠 ※11 

管理費 月額 106,700円（１人あたり）（税込） 

共用施設等の維持管理・光熱水費、事務費、事務・管

理部門に係る人件費 

共有部の 

家賃相当額 

月額 42,600円（1人あたり）（非課税） 

共用部の水道光熱費、減価償却費、保守管理費等、建

物の維持管理に係る費用。 

介護費用 ― 
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食費 70,602円（税込）（1人あたり/30日の場合） 

食費に含まれるサービス：献立、栄養管理、調理配膳

、食事サービス全般等。3日前までに欠食の届出があっ

た場合、食事ごとに食材費を返金する。ただし、緊急

入院等、不測の事態と事業者が認めた場合に限り、当

日欠食分より食材費を返金します。 

食材費：1,130円［朝食240円、昼食550円、夕食340円

］（税抜） 

厨房管理費：1,020円（税抜） 

有料老人ホームにおける食費（飲食料品の提供の対価

）に係る消費税については、「1食あたり670円以下」

かつ「1日あたり累計額2,010円以下」の場合に、軽減

税率（8％）の対象となります。また、税込価格は、1

か月間の税抜価格を合計した後に消費税を乗算して算

出します。 

光熱水費 居室電気代 一律4､180円（税込）（1人あたり） 

居室水道代 一律1,100円（税込）（1人あたり）  

家賃相当額 前払金として一括受領します。 

その他 自立の方の費用：3,300円／日（税込）（1人あたり） 

月額利用料に含まれない

実費負担等 ※12 

【共通】 

おむつ代、日用品費、新聞・雑誌等購読費、クリーニング・理 

美容、個人的な外出の付添い費用及び交通費、買物等代行、医 

療機関利用時の医療費自己負担分、クラブ・レクリエーション 

の材料費 

【要支援・要介護の方】（個人の選択による個別的なサービス） 

週3回目以降の入浴、協力医療機関以外の通院・入退院等の付添い

費用及び交通費（公共交通機関利用実費）、入院中の生活援助 

【自立の方】（個人の選択による個別的なサービス） 

掃除・洗濯等生活援助、身体介護、通院・入退院等の付添い費 

用及び交通費 

※その都度ホームで立て替え､月末締めで翌月請求します。 
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介護保険に係る利用料 

※13 

(適用を受ける場合は、市

区町村から交付される「

介護保険負担割合証」に

記載された利用者負担の

割合に応じた額) 

 
特定施設入居者生活介護            （１か月 30 日の例） 

  
月額 

自己負担額 

  （1 割） （2 割） （3 割） 

要介護１ 202,599 円 20,260 円 40,520 円 60,780 円 

要介護２ 226,367 円 22,637 円 45,274 円 67,911 円 

要介護３ 251,199 円 25,120 円 50,240 円 75,360 円 

要介護４ 274,261 円 27,427 円 54,853 円 82,279 円 

要介護５ 298,745 円 29,875 円 59,749 円 89,624 円 

 

看取り介護加算Ⅰ 

算定期間 

1 日につき 

介護報酬額 
自己負担額 

（1割） （2割） （3割） 

31～45 日前 758 円 76 円 152 円 228 円 

4～30 日前 1,517 円 152 円 304 円 456 円 

2～3 日前 7,167 円 717 円 1,434 円 2,151 円 

死亡日 13,491 円 1,350 円 2,699 円 4,048 円 

 

各種加算の状況 

身体的拘束廃止取組の有無 （減算型・基準型） 

退院・退所時連携加算 (無・有） 

退去時情報提供加算 (無・有） 

若年性認知症入居者受入加算 (無・有） 

協力医療機関連携加算   (無・有） 

口腔衛生管理体制加算  (無・有） 

口腔・栄養スクリーニング加算 (無・有） 

科学的介護推進体制加算 (無・有） 

夜間看護体制加算 (無・有） 
Ⅰ 

Ⅱ 

ＡＤＬ維持等加算 (無・有） 
Ⅰ 

Ⅱ 

個別機能訓練加算  (無・有） 
Ⅰ 

Ⅱ 

生活機能向上連携加算 (無・有） 
Ⅰ 

Ⅱ 

看取り介護加算    (無・有） 
Ⅰ 

Ⅱ 

入居継続支援加算 (無・有） 
Ⅰ 

Ⅱ 

認知症専門ケア加算 (無・有） 
Ⅰ 

Ⅱ 

生産性向上推進体制加算 (無・有） 
Ⅰ 

Ⅱ 

サービス提供体制強化加算 (無・有） 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

介護職員等処遇改善加算 (無・有） 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 
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Ⅳ 

 

介護予防特定施設入居者生活介護   （１か月30日の例） 

  
月額 

自己負担額 

  （1 割） （2 割） （3 割） 

要支援１ 75,234 円 7,524 円 15,047 円 22,571 円 

要支援２ 121,357 円 12,136 円 24,272 円 36,408 円 

 

各種加算の状況 

身体的拘束廃止取組の有無 （減算型・基準型） 

退院・退所時連携加算 (無・有） 

退去時情報提供加算 (無・有） 

若年性認知症入居者受入加算 (無・有） 

協力医療機関連携加算   (無・有） 

口腔衛生管理体制加算  (無・有） 

口腔・栄養スクリーニング加算 (無・有） 

科学的介護推進体制加算 (無・有） 

個別機能訓練加算  (無・有） 
Ⅰ 

Ⅱ 

生活機能向上連携加算 (無・有） 
Ⅰ 

Ⅱ 

認知症専門ケア加算 (無・有） 
Ⅰ 

Ⅱ 

生産性向上推進体制加算 (無・有） 
Ⅰ 

Ⅱ 

サービス提供体制強化加算 (無・有） 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

介護職員等処遇改善加算 (無・有） 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 
 

 

（３）月払い方式 

費用の支払方法 ※９ 「月額利用料」は毎月月末までに支払うこととする。 

敷金  無 ・ 有（     円、家賃相当額の  か月分） 

月額利用料  284,600円 ～ 351,270円（1人あたり）（税込） 

 

 

 

 

年齢に応じた金額設定  無 ・ 有      

要介護状態に応じた金

額設定 
  無 ・ 有 

  

料金プラン 

※10 

 
（単位：円） 

月額 

利用料 

内  訳（円） 

管理費 
共用部 

の家賃 

相当額 

介護 

費用 
食費 

光熱 

水費 

家賃 

相当額 
その他 

288,512 106,700 42,600 0 70,602 5,280 63,330 0 

321,842 106,700 42,600 0 70,602 5,280 96,660 0 

338,512 106,700 42,600 0 70,602 5,280 113,330 0 

355,182 106,700 42,600 0 70,602 5,280 130,000 0 
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算定根拠 ※11 

管理費 月額 106,700円（１人あたり）（税込） 

共用施設等の維持管理・光熱水費、事務費、事務・管

理部門に係る人件費 

共有部の 

家賃相当額 

月額 42,600円（非課税）（1人あたり） 

共用部の水道光熱費、減価償却費、保守管理費等、建

物の維持管理に係る費用。 

介護費用 ― 

食費 

70,602円（税込）（1人あたり/30日の場合） 

食費に含まれるサービス：献立、栄養管理、調理配膳

、食事サービス全般等。3日前までに欠食の届出があっ

た場合、食事ごとに食材費を返金する。ただし、緊急

入院等、不測の事態と事業者が認めた場合に限り、当

日欠食分より食材費を返金します。 

食材費：1,130円［朝食240円、昼食550円、夕食340円

］（税抜） 

厨房管理費：1,020円（税抜） 

有料老人ホームにおける食費（飲食料品の提供の対価

）に係る消費税については、「1食あたり670円以下」

かつ「1日あたり累計額2,010円以下」の場合に、軽減

税率（8％）の対象となります。また、税込価格は、1

か月間の税抜価格を合計した後に消費税を乗算して算

出します。 

光熱水費 
居室電気代 一律4,180円（税込）（1人あたり） 

居室水道代 一律1,100円（税込）（1人あたり）  

家賃相当額 
支払地代家賃額、修繕費、管理事務費等を考慮し、近

隣の同業種の家賃額も勘案して設定 

その他 

基礎サービス費 71,500円（税込）（1人あたり） 

入居後に自立と認定され継続して入居をし、ご入居者

の選択により要支援者と同等のサービスを受ける場合

の費用 

月額利用料に含まれない

実費負担等 ※12 

【共通】 

おむつ代、日用品費、新聞・雑誌等購読費、クリーニング・理 

美容、個人的な外出の付添い費用及び交通費、買物等代行、医 

療機関利用時の医療費自己負担分、クラブ・レクリエーション 

の材料費 

【要支援・要介護の方】（個人の選択による個別的なサービス） 

週3回目以降の入浴、協力医療機関以外の通院・入退院等の付添い

費用及び交通費（公共交通機関利用実費）、入院中の生活援助 

【自立の方】（個人の選択による個別的なサービス） 

掃除・洗濯等生活援助、身体介護、通院・入退院等の付添い費 

用及び交通費 

※その都度ホームで立て替え､月末締めで翌月請求します。 
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特定施設入居者生活介護            （１か月 30 日の例） 

  
月額 

自己負担額 

  （1 割） （2 割） （3 割） 

要介護１ 202,599 円 20,260 円 40,520 円 60,780 円 

要介護２ 226,367 円 22,637 円 45,274 円 67,911 円 

要介護３ 251,199 円 25,120 円 50,240 円 75,360 円 

要介護４ 274,261 円 27,427 円 54,853 円 82,279 円 

要介護５ 298,745 円 29,875 円 59,749 円 89,624 円 

 

看取り介護加算Ⅰ 

算定期間 

1 日につき 

介護報酬額 
自己負担額 

（1割） （2割） （3割） 

31～45 日前 758 円 76 円 152 円 228 円 

4～30 日前 1,517 円 152 円 304 円 456 円 

2～3 日前 7,167 円 717 円 1,434 円 2,151 円 

死亡日 13,491 円 1,350 円 2,699 円 4,048 円 

 

各種加算の状況 

身体的拘束廃止取組の有無 （減算型・基準型） 

退院・退所時連携加算 (無・有） 

退去時情報提供加算 (無・有） 

若年性認知症入居者受入加算 (無・有） 

協力医療機関連携加算   (無・有） 

口腔衛生管理体制加算  (無・有） 

口腔・栄養スクリーニング加算 (無・有） 

科学的介護推進体制加算 (無・有） 

夜間看護体制加算 (無・有） 
Ⅰ 

Ⅱ 

ＡＤＬ維持等加算 (無・有） 
Ⅰ 

Ⅱ 

個別機能訓練加算  (無・有） 
Ⅰ 

Ⅱ 

生活機能向上連携加算 (無・有） 
Ⅰ 

Ⅱ 

看取り介護加算    (無・有） 
Ⅰ 

Ⅱ 

入居継続支援加算 (無・有） 
Ⅰ 

Ⅱ 

認知症専門ケア加算 (無・有） 
Ⅰ 

Ⅱ 

生産性向上推進体制加算 (無・有） 
Ⅰ 

Ⅱ 

サービス提供体制強化加算 (無・有） 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

介護職員等処遇改善加算 (無・有） 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 
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介護保険に係る利用料 

※13 

(適用を受ける場合は、市

区町村から交付される「介

護保険負担割合証」に記載

された利用者負担の割合

に応じた額) 

 

介護予防特定施設入居者生活介護   （１か月30日の例） 

  
月額 

自己負担額 

  （1 割） （2 割） （3 割） 

要支援１ 75,234 円 7,524 円 15,047 円 22,571 円 

要支援２ 121,357 円 12,136 円 24,272 円 36,408 円 

 

各種加算の状況 

身体的拘束廃止取組の有無 （減算型・基準型） 

退院・退所時連携加算 (無・有） 

退去時情報提供加算 (無・有） 

若年性認知症入居者受入加算 (無・有） 

協力医療機関連携加算   (無・有） 

口腔衛生管理体制加算  (無・有） 

口腔・栄養スクリーニング加算 (無・有） 

科学的介護推進体制加算 (無・有） 

個別機能訓練加算  (無・有） 
Ⅰ 

Ⅱ 

生活機能向上連携加算 (無・有） 
Ⅰ 

Ⅱ 

認知症専門ケア加算 (無・有） 
Ⅰ 

Ⅱ 

生産性向上推進体制加算 (無・有） 
Ⅰ 

Ⅱ 

サービス提供体制強化加算 (無・有） 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

介護職員等処遇改善加算 (無・有） 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

 

＊実際の自己負担額の割合は、介護保険負担割合証に記載の割合と

なります。 

 

（４）共通事項 

改定ルール（勘案する要素

及び改定手続等） 

 神奈川県が発表する消費者物価指数及び、人件費等を勘案し運営

懇談会において十分な説明を行い同意を得た上で、費用の額を改定

いたします。 

前払金の返還金の保全措置 無 ・ 有 

保全措置の内容(みずほ信託銀行株式会社と保全信

託契約締結 

無の場合の理由(              ) 

サービスの提供に伴う事

故等が発生した場合の損

害賠償保険等への加入 

 無 ・ 有   

有の場合の保険名(介護事業者総合賠償責任保険  

損害保険ジャパン株式会社) 

消費税の対象外とする利

用料等 
前払金、家賃相当額、介護保険サービス利用に係る自己負担 
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短期利用の設定（短期利用

特定施設入居者生活介護

の届出がある） 

 無 ・ 有    有の場合は 

          別添短期利用のサービス等の概要 参照 

※７ 金額はすべて税込金額となっております。 

※８ 前払い方式と月払い方式の併用の場合は選択方式とする。 

※９ 前払金や月額利用料の請求時期や支払い方法等を記入する。 

※10 複数の料金プランがあるときはそれぞれのプランの金額を示す。多様なプランがある

ときは別紙による明記でも可能だが、その場合でも、最低額、最高額、標準的な額のプ

ランは枠内に記載すること。 

※11  介護費用は介護保険に係る利用料を除く。 

食費が１日単位の場合は、１か月 30 日の場合の費用を記入するとともに、その旨記入

する。 

光熱水費は当該費用に含まない部分（居室等）の負担がある場合は、その旨記入する。 

※12 見込まれる総ての項目名を列記すること。 

※13 個別機能訓練加算、夜間看護体制加算、医療機関連携加算認知症専門ケア加算、サー

ビス提供体制強化加算及び介護職員処遇改善加算を含めて記入する。 

 

４ サービスの内容 

（１）全体の方針 

運営に関する方針 

入居者の意思を尊重し、心身の特性にあわせた自
立支援サービスを提供することを通じて、生活の
質の向上を目指す。また、地域とのかかわりを深
め、入居者の地域での暮らしを支える。 

サービスの提供内容に関する特色 

自分らしく安心な暮らしに、細やかなサポートを

行い上質な暮らしを提供します。 

多彩なアクティビティをご用意し、趣味活動を推

進し、美味しさと栄養バランスにこだわった食事

の提供を行います。 

お一人おひとりの状態を考慮した「カスタムメイ

ドケア」の実践により、自立した生活の支援を致

します。 

テクノロジーの活用により、介護における利用者

の選択肢を増やし、介護職は人にしかできない介

護に注力することで、利用者の自立支援、QOL 向上

を目指します。 

入浴、排せつ又は食事の介護 １ 自ら実施  ２ 委託  ３なし 

食事の提供 １ 自ら実施  ２ 委託  ３なし 

洗濯、掃除等の家事の供与 １ 自ら実施  ２ 委託  ３なし 

健康管理の供与 １ 自ら実施  ２ 委託  ３なし 

安否確認又は状況把握サービス １ 自ら実施  ２ 委託  ３なし 

生活相談サービス １ 自ら実施  ２ 委託  ３なし 
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（２）介護サービスの内容 

月額利用料（介護費用、

光熱水費、家賃相当額を

除く）に含まれるサービ

スの内容・頻度等 

管理費 事務・管理部門人件費、共用施設設備維持管理費 

食費 食材費、厨房管理費 

その他 ― 

(介護予防)特定施設入居

者生活介護による保険給

付及び介護費用によりホ

ームが提供する介護サー

ビスの内容・頻度等 

 別添 介護サービス等の一覧表による 

月額利用料に含まれない

実費負担の必要なサービ

スとその利用料 

 別添 介護サービス等の一覧表及び管理規程による 

一部又は全部の業務を委

託する場合は委託先及び

委託内容 ※14 

食事サービス 

委託先 ＳＯＭＰＯケアフーズ株式会社 

委託内容 献立の作成、朝・昼・夕・おやつの調理、食器等

の洗浄、他 
 

苦情解決の体制（相談窓

口､責任者､連絡先、第三

者機関の連絡先等） ※15 

施設及び本部 

施設担当者 管理者・生活相談員 TEL 046-850-6541 

本部担当者 お客様相談窓口 TEL 0120-65-1192 

施設及び本部での解決が難しい場合は、次の第三者機関や行政に相

談することが出来ます。 

横須賀市民生局福祉こども

部介護保険課給付係 

TEL 046-822-8253 

FAX 046-827-0566 

神奈川県国民健康保険団体 

連合会介護苦情相談係 

TEL 045-329-3447 

（苦情専用） 

  

 

この他、入居契約書の定めにより、本契約に起因する一切の紛争に

関しては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする

。 

事故発生時の対応（医療

機関等との連携、家族等

への連絡方法・説明等） 

サービスの提供に当たり事故、体調の急変等が生じた場合は、協力

医療機関等において対応いたします。また、医療機関は予め、ご入

居者・ご家族の希望により選択できます。また、事故、体調の急変

等が生じた場合は、速やかに保証人等届出いただいた緊急連絡先に

事故・急変の状況、受診の経過・結果等をご連絡します。 

事故発生の防止のための

指針 
 無 ・ 有 

損害賠償（対応方針及び

損害保険契約の概要等） 

サービスの提供にあたって、万一、事故が発生した場合、不可抗力

による場合を除き速やかにご入居者に対して相当因果関係にある範

囲で損害を賠償します。ただし、ご入居者に重大な過失がある場合

は賠償額を減ずることもあります。 

(社)全国有料老人ホーム

協会及び同協会の入居者

基金制度への加入状況 

 協 会 へ の 加 入   無 ・ 有 

 入居者基金への加入  無 ・ 有 
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利用者アンケート調査、

意見箱等利用者の意見等

を把握する取組の状況 

有 
実施日 3か月に1回 

結果の開示 無 ・ 有 

無  

第三者による評価の実施

状況 

有 

実施日  

評価機関名称  

結果の開示 無 ・ 有 

無   

※14 施設の警備業務など入居者の処遇と直接関わらない業務は除く。 

※15 施設の体制と併せて、神奈川県国民健康保険団体連合会や(社)全国有料老人ホーム協

会など、入居者が利用可能な第三者機関及び行政の担当部署の名称及び連絡先を記入 

 

５ 介護を行う場所等 

要介護時(認知症を含む)に

介護を行う場所 
介護居室 

入 

を居 

住後

みに 

替居

え室 

る又 

場は 

合施 

設 

 

居室から一時介護室

へ移る場合(判断基準

･手続、追加費用の要

否、居室利用権の取扱

い等) 

― 

従前の居室から別の

居室へ住み替える場

合（同上） 

一般居室から介護居室への住み替え 

 該当なし 

 

（事業者からの申し出による移り住み） 

1 事業者は、入居者の心身の状況の変化により、入居時の居室

では必要となる介護サービスの提供に支障をきたすこととなっ

た場合、またはその他の事情により、入居者の居室を変更する必

要があると判断する場合には、居室を変更できるものとする。な

お、変更前後の居室の月額費用が異なる場合は、入居者および身

元保証人の同意を得た上で、月額費用を変更することがある。 

2 事業者は、前項により居室を変更する場合は、次の各号に掲

げるすべての手続きを行うものとする。 

(1) 協力医療機関の医師または主治医の意見を聴く。 

(2) 緊急やむを得ない場合を除いて、一定の観察期間を設ける

。 

(3) 入居者および身元保証人に、変更後の居室および介護サー

ビス等の内容、その他の権利、専有面積および階数等の変更、そ

れらに伴う費用負担の増減の有無ならびにその内容について、説

明を行う。 

(4) 入居者および身元保証人の同意を得る。 

(5) 変更後の居室番号、月額費用等を記載した変更覚書を締結

する。ただし、料金プランが「前払い方式」または「併用方式」

の場合は、事業者の計算するところにより清算をし、退去手続き
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の上、変更先の居室について改めて「入居契約書」を締結する。 

3 本状により居室を変更する場合、第４０条第２項（明渡しお

よび原状回復）の定めに従い、入居者は変更前の居室の原状回復

をするものとする。 

 

（入居者または身元保証人からの申し出による移り住み） 

1 入居者および身元保証人は、事業者に対し、居室の変更を請

求することができる。事業者は、これに応じる義務は負わないが

、入居者および身元保証人の希望、本ホームおよび事業者が運営

する他の有料老人ホームにおける空室の状況、他の入居希望者の

状況等を踏まえ、可能な限りかかる請求に応じるものとし、入居

者および身元保証人と協議の上、変更先の居室を決定するものと

する。 

2 本ホーム内の変更については、変更後の居室番号、月額費用

等を記載した変更覚書を締結するものとする。ただし、料金プラ

ンが「前払い方式」または「併用方式」の場合は、事業者の計算

するところにより清算をし、退去手続きの上、変更先の居室につ

いて改めて「入居契約書」を締結する。 

3 事業者が運営する他ホームへの変更については、事業者の計

算するところにより精算をし、退去手続きの上、再度変更先の居

室について改めて「入居契約書」を締結するものとする。 

4 前第２項および第３項の場合は、第４０条第２項（明渡しお

よび原状回復）の定めに従い、入居者は変更前の居室の原状回復

をするものとする。 

 

（手続きの内容） 

1 協力医療機関の医師または主治医の意見を聴く。 

2 緊急やむを得ない場合を除いて、一定の観察期間を設ける。 

3 入居者および身元保証人に、変更後の居室および介護サービ

ス等の内容、その他の権利、専有面積および階数等の変更、それ

らに伴う費用負担の増減の有無ならびにその内容について、説明

を行う。 

4 入居者および身元保証人の同意を得る。 

5 変更後の居室番号、月額費用等を記載した変更覚書を締結す

る。ただし、料金プランが「前払い方式」または「併用方式」の

場合は、事業者の計算するところにより清算をし、退去手続きの

上、変更先の居室について改めて「入居契約書」を締結する。 

 

提携ホームへ住み替

える場合（同上） 

ご入居者、保証人が希望したとき、医師の判断により他ホームへ

移行できるものとするが、その際には、居住中のホームの退去手

続きの上、当該ホームの正規の料金で再契約するものとし、未償

却の前払金がある場合は精算を行います。 
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６ 医療 

協力医療機関（又は嘱託 

医）の概要及び協力内容 

名称 
医療法人 リファインネット  

横須賀南クリニック 

診療科目 内科、他 

所在地 神奈川県横須賀市根岸町1-9-9  1階 

距離及び所要時間 ホームから約3km、車で約6分 

協力内容  
健康指導、訪問診療、緊急時の対応、入院を

要する場合の他の医療機関への紹介 

名称 医療法人 桜樹会 さくらぎ逗子歯科 

診療科目 歯科 

所在地 
神奈川県逗子市逗子二丁目 10 番 8 号 NF

C ビル 2 階 

距離 ホームから 15.8km、車で 24 分 

協力内容 訪問（歯科）診療 

名称 
医療法人社団 菜花会 ヴィレッジ衣笠歯科

診療所 

診療科目 歯科 

所在地 神奈川県横須賀市衣笠町44-4-1F 

距離 ホームから1.6km、車で4分 

協力内容 訪問（歯科）診療 

入居者が医療を要する場

合の対応（入居者の意思確

認、医師の判断、医療機関

の選定、費用負担、長期に

入院する場合の対応等） 

病気または怪我により診断、治療が必要な場合、ご入居者の意思を

確認し、医師の判断により、職員が下記のサービスを提供します。

また、急に身体の具合が悪くなった場合は、職員がその知らせによ

り的確かつ迅速に応急処置にあたります。状況により医師と連絡を

とり協力医療機関等での救急入院が受けられるように計らいます。 

①通院可能な場合は、ご入居者のかかりつけの医師・病院、施 

 設の協力医療機関・歯科医療機関等への通院介助。 

②入院治療が必要となった場合、ご入居者のかかりつけの医師･ 

病院、施設の協力医療機関・歯科医療機関等への入院支援。 

③その他のサービス 通院、入院に際し、介護・看護職員によ 

 る医療機関までの付添い、投薬支援等。 

ホームの協力医療機関又 はご入居者が選択する医療機関におい

て治療を受ける費用については医療保険制度で支給される以外の

費用はご入居者負担となります。なお、食費については、入院期間

が3日を超えた分を返還いたします。ただし、事前に欠食届が提出

されている場合、並びに緊急入院等、不測の事態と事業者が認めた

場合に限り、当日欠食分より返金いたします。入院中の居室の利用

権は存続し、維持・管理を行うため、管理費の返還は行いません。 

 

７ 入居状況等                          (2024 年 7 月 1 日現在) 

入居者数及び定員  83人（定員 104人） 

入居者内訳 性 別  男 性 23人、女 性 60人 
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介護の 

要否別 

 自 立    0人 

 要介護   77人 

     要介護１    22人 

     要介護２   14人 

     要介護３   16人 

     要介護４   11人 

     要介護５   14人 

 要支援    6人 

  (内訳)要支援１   5人 

     要支援２   1人 

 未認定    0人 

平均年齢 90.1歳（男性 87.9歳、女性 90.9歳） 

運営懇談会の開催状況 

(開催回数、設置者の役  

職員を除く参加者数、 

主な議題等) 

年２回以上  

主な議題(サービス提供、運営の状況報告、ご入居者及び保証人 

の要望・意見)             

注) 介護の要否別及び平均年齢については、入居者数が少ない等の状況により、個人が特定

される場合には、プライバシー保護の観点から記入する必要はない。 
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８ 職員体制  

（1）職種別職員数等                       (2024 年 7 月 1 日現在) 

   職 員 数 

常勤換算後の 夜 間 勤 務 職 員 数       

(17時～翌10時) 

（最少人数） 

備  考 

（資格・委託等） 人数 うち自立対応 

従

業 

者

の

内

訳 

管理者 1     

生活相談員 2    苦情処理担当者 

直接処遇職員 36(13) 31.6    

 
介護職員 32(12) 27.9  3  

看護職員 ※  4(1) 3.7   機能訓練指導員兼務 

機能訓練指導員 ※    1 

  

 看護職員兼務 

 

理学療法士    

作業療法士    

その他 ※    1  看護職員 

計画作成担当者 3(2)  介護支援専門員 

医師 ―   

栄養士 ―  ＳＯＭＰＯケアフーズ 

(株)へ委託 調理員 ―  

事務職員 3(1)   

その他職員 17(17)   

  合   計 63(33) 3  

注１) 職員数欄の(  )内は、非常勤職員数で内数。 

２) 直接処遇職員は、要介護者及び要支援者に対して介護サービスを提供する職員と自立

者に対して一時的な介護その他日常生活上必要な援助を行う職員を合わせた数とし、ま

た、常勤換算後の人数において、自立者対応の人数を内数で記入。 

３）機能訓練指導員及び計画作成担当者が他の職務を兼務している場合は、職員数の人数

に※印をつけるとともに、兼務している職名を備考欄に記入。 

４) 備考欄には、直接処遇職員や調理員等の委託、看護職員等の機能訓練指導員兼務、計

画作成担当者の介護支援専門員資格等を記入。 

 

（２）職員の状況 

管理者 

他の職務との兼務 １ あり  ２ なし 

兼務に係る
資格等 

１ あり 

 資格等の名称   

２ なし 

 
看護職員 介護職員 生活相談員 

機能訓練指
導員 

計画作成担
当者 

常勤 
非常
勤 

常勤 
非常
勤 

常勤 
非常
勤 

常勤 
非常
勤 

常勤 
非常
勤 

前年度１年間の 
採用者数 

0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

前年度１年間の 
退職者数 

0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 
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業
務
に
従
事
し
た
経
験
年

数
に
応
じ
た
職
員
の
人
数 

１年未満 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 

１年以上 
３年未満 

0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 

３年以上 
５年未満 

0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 

５年以上 
10年未満 

3 0 3 6 0 0 1 0 1 0 

10年以上 0 0 4 4 2 0 0 0 0 1 

従業者の健康診断の実施状況 １ あり   ２ なし 

 

○要介護者・要支援者に対する直接処遇職員体制 

(特定施設入居者生活介護事業者（介護予防特定施設入居者生活介護を含む）の指定を受け

た施設のみ記入。利用者数の「前年度の平均値」及び職員数の「常勤換算方法」等につい

ては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年３月 31 日

厚生省令第 37 号)等の規定によること) 

 前々年度の平均値  前年度の平均値 今年度の平均値 ※18 

要支援の人数 18.0 12.0 6.0 

要介護者の人数 69.0 57.0 77.0 

指定基準上の直接処遇職員の

人数 ※16 
24.8 20.0 25.3 

配置している直接処遇職員の

人数 ※17 
33.1 28.8 31.6 

要支援者・要介護者の合計数人

に対する配置直接処遇職員の

人数の割合 

2.3:1 2.2:1 2.4:1 

常勤換算方法の考え方 
常勤職員の週勤務時間 40時間で除して算出 

（ただし看護職員は週勤務時間32時間で除して算出） 

従業者の勤務体制の概要 

介護職員 早番   7：00  ～  16：00 

     日勤   9：00  ～  18：00 

     遅番   10：00  ～  19：00 

     夜勤   17：00  ～ 翌10：00 

看護職員 早番     ：     ～     ：   

     日勤   9：00  ～   18：00 

     遅番     ：     ～     ： 

     夜勤    ：    ～    ： 

※16 常勤換算後の人数。 

※17 常勤換算後の人数。自立者対応の人数を除く。 

※18 今年度の平均値は、作成日の前月までの平均値とすること。 

  

○介護職員の保健福祉に係る資格取得状況  

社会福祉士 - 人（ - 人） 介護職員初任者研修 4人（ - 人） 

介護福祉士 18人（ 1人）   

介護支援専門員 - 人（ - 人）   

実務者研修  3人（ - 人） 無資格者 7人（ ‐ 人） 
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注) 資格を複数持っている職員がいる場合は、社会福祉士、介護福祉士の順に優先して記

入する。他の資格を持っている職員を（ ）に外数で記入する。 

 

９ 入退居等 

入居者の条件（年齢、心身

の状況（自立・要支援・要

介護）等） 

 入居時、原則60才以上の方で伝染性疾患のない要支援、要介護

等の方。反社会的勢力に該当せず、原則として確実な保証人がい

る方（前払金、家賃相当額、月々の生活費を支弁できる方） 

身元保証人等の条件及び

義務等 

（身元保証人） 

1 入居者は、身元保証人１名を定めるものとする。ただし、事業

者の承諾する債務保証事業者の提供する保証を利用する場合、そ

の他事業者が個別に認めた場合はこの限りではない。 

2 身元保証人は、本契約に別に定める権利を有し義務を負うほか

、次の各号に定める義務を負う。 

(1) 身元保証人は、事業者に対し、入居者と連帯して、本契約か

ら生じる入居者の一切の債務を保証する。 

(2) 身元保証人は、本契約が終了し、事業者が請求したときは、

当人固有の債務として入居者の身柄を引取るとともに、第４０条(

明渡しおよび原状回復）に従った居室の明渡しおよび第４１条（

財産の引取等）に従った財産の引き取りをして、居室の明渡しを

するものとする。なお、かかる場合に第４５条（明渡しの遅延に

よる損害賠償）第２項の損害が事業者に発生した場合には、身元

保証人が保証するものとする。 

3 前項第(１)号の身元保証人の負担は、【表題部】２．「契約当

事者の表示」の身元保証人欄の記載の極度額を限度とする。 

4 前第２項第(１)号の身元保証人の負担する債務の元本は、入居

者または身元保証人が死亡したときに確定する。 

5 事業者は、身元保証人の請求があったときは、身元保証人に対

し、遅滞なく、本契約に基づく入居者の支払債務の履行状況（不

履行の有無）ならびに滞納額、利息、違約金、損害賠償の額等、

入居者の本契約に基づく全ての債務の額等に関する情報を提供し

なければならない。 

6 身元保証人が死亡したとき、または、経済的破綻、多重債務、

その他の事由により適格でないと事業者が認めたときは、入居者

は、事業者の承認する身元保証人を９０日以内に新たに立てる義

務を負う。 

生活保護受給者の受入れ対応   否 ・ 可 

施設又は入居者が入居契

約を解除する場合の事由

及び手続等 ※19 

（事業者の契約解除） 

１ 事業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、入居者に

対し、居室の明渡しを通告し、本契約を解除することができる。 

(1)入居時の提出書類に虚偽の事項を記載し、または虚偽の資料を

提出し、その他不正の手段を用いて入居したとき。 

(2)第３０条（入居までに支払う費用）に定める前払金または内金

を事業者の定める支払期日までに支払わなかったとき 

(3)第３１条（入居後に支払う月額費用）に定める月額費用、その

他これに準じる事業者に対する支払を2か月以上遅延し、または、

正当な理由なくしばしば遅延し、事業者が相当の期間を定めて催



 

22 
 

告したにもかかわらず支払わなかったとき。 

(4)建物・付帯設備・敷地を故意または重大な過失により滅失、毀

損、汚損したとき。 

(5)２か月を超える長期の不在・外泊により、復帰の目途がたたず

本契約を継続する意思がないものと事業者が認めたとき。 

(6)入居者の心身の状態が著しく悪化し、継続的に医療行為が必要

となり、かつ、有料老人ホームにおける通常の介護方法および接

遇方法ではこれに対応することができないとき（かかる場合、事

業者は、原則として、協力医療機関の医師または主治医の意見を

聴き、一定の観察期間を置くものとする）。 

(7)入居者の行動が、他の入居者または職員の身体・生命・精神に

危害を及ぼし、または、その危害の切迫したおそれがあり、かつ

、有料老人ホームにおける通常の介護方法および接遇方法ではこ

れを防止することができないとき（かかる場合、事業者は、原則

として、協力医療機関の医師または主治医の意見を聴き、一定の

観察期間を置くものとする）。 

(8)第６条（譲渡、転借等の禁止）または第２５条第１項、第３項

、第４項（禁止または制限される行為）の規定その他本契約の規

定に違反し、事業者が相当の期間を定めて催告したにもかかわら

ず、これを是正しないとき。 

(9)その他、入居者、身元保証人、入居者の家族その他の入居者の

関係者が、事業者、職員、他の入居者等に対して社会通念上許容

できないような行為を行う等、事業者との信頼関係を破壊する行

為があり、本契約を継続することが困難と認められるとき。 

2 前項の場合、事業者は、通告に先立ち、入居者（入居者に弁明

の能力がない場合は身元保証人）に対し弁明の機会を設けるもの

とする。事業者は、入居者の移転先の有無等について確認し、移

転先がない場合には、入居者、身元保証人、入居者の家族等の関

係者と協議し、移転先の確保にできる限り協力し、解除日および

居室を明け渡す期日の決定において配慮するよう努めるものとす

る。 

3 事業者は、入居者または身元保証人が次の各号のいずれかに該

当したときは、何らの催告・手続きを要さず、直ちに本契約を解

除することができる。 

(1) 第１１条（反社会的勢力に関する表明・保証）に反する事実

が判明したとき、または、反していると事業者が合理的に判断し

たとき。 

(2) 第２５条第２項各号（禁止または制限される行為）に掲げる

行為を行ったとき。 

4 事業者は、本条第１項または第３項に基づき本契約を解除した

場合、入居者または身元保証人に損害が生じても、何らこれを賠

償する責任を負わない。 

 

（入居者からの契約解除) 

1 入居者は、事業者に対して、事業者の定める書面をもって、少

なくとも解除日の３０日前に申し入れを行うことにより、本契約

を解除することができる。入居者は、事業者に対し、解除日まで
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に居室を明け渡さなければならない。 

2 入居者が、前項の書面を提出しないで居室を退去した場合には

、事業者が入居者の退去の事実を知った日の翌日から起算して３

０日目をもって、解除されたものとする。 

3 入居者は、事業者について、第１１条（反社会的勢力に関する

表明・保証）に反する事実が判明したときは、何ら催告を要さず

、直ちに本契約を解除することができる。 

4 入居者は、前項に基づき本契約を解除した場合、事業者に損害

が生じても、何らこれを賠償する責任を負わない。 

 

（前払金の返還金） 

1 本契約が第３４条（契約の終了）に定める各事由に基づき終

了したとき、事業者は【表題部】５．「入居までに支払う費用」

および別紙「前払金の保全および終身償却表」に記載の方式に従

って償却し算定した返還金（以下「返還金」という。）を身元保

証人に返還する。 

2 前項にかかわらず、入居者が生前に退去する場合は、【表題

部】２．「契約当事者の表示」の身元保証人欄の記載の希望に従

い、返還金を入居者本人に返還することができる。本契約の終了

時に、入居者および身元保証人が、事業者に対し、書面によりそ

の旨の意思表示をした場合も同様とする。 

3 事業者は、返還金を、第４０条（明渡しおよび原状回復）に従

った居室の明渡しおよび第４１条（財産の引取等）に従った財産

の引き取り（同条第２項の場合には同項の定めによる所有権放棄

）のいずれもが完了した日（以下「居室明渡し完了日」という。

）から起算して９０日以内に返還する。ただし、第４６条（身元

保証人）第６項に該当する場合は、同項に基づき、新たな身元保

証人が選任された時点で新たな身元保証人に返還する。 

前
年
度
に
お
け
る 

退
居
者
の
状
況 

退居先別の人数 

自宅等 6人 

社会福祉施設 4人 

医療機関 2人 

死亡者 13人 

その他 9人 

生前解約の状況 

施設側の申し出 

0人 

（解約事由の例） 

               

入居者側の申し出 

21人 

（解約事由の例） 

体験入居の期間及び費用

負担等 

期間  6泊7日を限度とする。 

費用  1泊2日（3食間食付）11,000円（税込） 

その他費用（オムツ代・日用雑貨品等、実費） 

※19 入居契約の条項に沿って、解除の事由及び手続、予告期間、前払金の返還時期等を正

確に記入する。 
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１０ 情報開示 

 
 
入居希
望者等
への情
報開示
 ※20 
 

重要事項説明書の公開   １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開 

入居契約書の公開   １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開 

管理規程の公開    １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開 

財務諸表の公開   １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開 

事業収支計画の公開    １ 公 開（ 閲覧 ・ 写し交付 ）  ２ 非公開 

※20 指針上、重要事項説明書、入居契約書及び管理規程は写し交付、その他は少なくと
も閲覧であることに留意すること。 

 

１１ その他 

有料老人ホーム設
置時の老人福祉法
第29条第１項に規
定する届出 

 
１ あり    ２ なし 
 
３ サービス付き高齢者向け住宅の登録を行っているため、高齢者の居住
の安定確保に関する法律第 23 条の規定により、届出不要 

高齢者の居住の安
定確保に関する法
律第５条第１項に
規定するサービス
付き高齢者向け住
宅の登録 

 
１ あり    ２ なし 
 
 
 
 
 
 

 

添付書類：別添１「介護サービス等の一覧表」 

          別添２「短期利用のサービス等の概要」（設定がある場合のみ。） 

別添３「横須賀市有料老人ホーム設置運営指導指針 適合表」 

 

 

 

 

 契約の締結に当たり、利用料の詳細な支払い方法を含め、本有料老人ホーム重要事項説明書

により説明を行いました。 

 

年  月  日    説明者署名           

 

契約の締結に当たり、利用料の詳細な支払い方法を含め、本有料老人ホーム重要事項説明書

の内容の説明を受け、これに同意をし、交付を受けました。 

 

年  月  日    署   名           

 

 

 

 

 

 

 



 

自立介護費、前払金
及び月額利用料に
含むサービス

その都度徴収する
サービス

介護保険給付・前払金
及び月額利用料に含む

サービス

その都度徴収する
サービス

介護保険給付・前払金
及び月額利用料に含む

サービス

その都度徴収する
サービス

ー ー 状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー
状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー
状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー

状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー
状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー

ー 実費／持込 ー 実費／持込 ー 実費／持込
浴室使用週2回 週2回 週2回
状態に応じて※4 週2回 週2回

状態に応じて※4 未入浴時
状態に応じて※4

未入浴時
状態に応じて※4

ー ー ー

ー ー ー ー ー ー
状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー
状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー
状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー
状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー

ー 別料金※1 状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー

ー 付添 ー 付添 ー
ー ー 別料金※1 ー 別料金※1

適宜対応 ー 適宜対応 ー 適宜対応 ー
適宜対応 ー 適宜対応 ー 適宜対応 ー

週1回 別料金※1 週1回以上及び必要時 別料金※1 週1回以上及び必要時 別料金※1
週1回 別料金※1 週2回及び必要時 別料金※1 週2回及び必要時 別料金※1
週1回 別料金※1 週1回及び必要時 別料金※1 週1回及び必要時 別料金※1

ー 実費 ー 実費 ー 実費
ー 実費 ー 実費 ー 実費

指定日 別料金※1 指定日 別料金※1 指定日 別料金※1
ー 別料金※1 ー 別料金※1 ー 別料金※1
ー 実費 ー 実費 ー 実費

年2回機会を提供 実費負担 年2回機会を提供 実費負担 年2回機会を提供 実費負担
適宜対応 ー 適宜対応 ー 適宜対応 ー
適宜対応 ー 適宜対応 ー 適宜対応 ー

ー 医療費自己負担 ー 医療費自己負担 ー 医療費自己負担
状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 薬剤管理※3 状態に応じて※4 薬剤管理※3

ー 医療費自己負担 ー 医療費自己負担 ー 医療費自己負担

ー 実費

協力医療機関へ移送、
緊急時の病院等への移
送サービスは、上記の緊
急時対応として行いま

す。

協力医療機関以外は
実費

協力医療機関へ移送、
緊急時の病院等への移
送サービスは、上記の緊
急時対応として行いま

す。

協力医療機関以外は
実費

ー 別料金※1 ー 別料金※1 ー 別料金※1

ー 実費 必要に応じて
付添援助

実費 必要に応じて
付添援助

実費

ー 実費 ー ※5 ー ※5

ご本人の希望により別料金でサービスを選択できます。提供する時間帯（日中：8～18時、夜朝：6～8時 及び 18～22時、深夜：22～6時）により、価格が異なります。なお、医師等の指
示により、介護上必要な場合の３回目以降の入浴は、介護保険給付に含まれます。
【15分の場合】 日中：1,540円 夜朝：1,925円 深夜：2,310円、【30分の場合】 日中：2,475円 夜朝：3,093円 深夜：3,712円、【以降30分】 日中：2,475円 夜朝：
3,093円 深夜：3,712円、【240～480分の場合】 日中：1,100円 夜朝：1,375円 深夜：1,650円（すべて税込の金額）。

 〇服薬
＜入退院時、入院中のサービス＞
 〇医療費

 〇移送サービス

 〇入院中の生活援助
＜その他のサービス＞

 〇日用雑貨費用
＜健康管理サービス＞
 〇健康診断
 〇健康相談
 〇生活指導
 〇医師の往診

リネン交換
洗濯（業者依頼分）

 〇理美容

認知症等により、特別な対応が必要になった場合になります。
【協力調剤薬局を利用する場合】
薬の管理及び服薬指導が必要な場合、居宅療養管理指導サービスを利用することが出来ます。介護保険上、「（介護予防）特定施設入居者生活介護」とは別の「居宅療養管理指導費」
の１割から３割の負担が必要となります。介護職員、看護職員は医師または薬剤師等の指示により、服薬援助を行います。

ケアプラン（特定施設入居者生活介護計画書）の内容に基づき、サービスを実施します。
①実費（参加費、交通費、材料費等）、②付添援助（※１に定める別料金）等、事前に参加費のご案内をいたします。

※3

※4
※5

 アクティビティ、その他サービス

 ホームが一律に提供する場合

 入居者の希望またはホームが参加者
 を募集して提供する場合

※1

※2

 〇代行
買物
役所手続き

ナースコール
緊急搬送

＜生活サービス＞
 〇家事

清掃（居室）
洗濯

 〇機能訓練
 〇通院の介助

協力医療機関
別料金※1

協力医療機関以外
 〇緊急時対応

 〇身辺介助
体位交換
居室からの移動
衣類の着脱
身だしなみ介助
行動障害対応※2

一般浴介助

清拭

特浴介助

 〇排泄
排泄介助
おむつ交換
おむつ代

 〇入浴

希望による週3回目から
の援助実施は別料金※

1

希望による週3回目から
の援助実施は別料金※

1

希望による週3回目から
の援助実施は別料金※

1

昼間 9:00 ～18:00
夜間 18:00～9:00

 〇食事介助

サービスの分類

＜介護サービス＞
 〇巡回

要介護認定区分 自立 要支援１ 要支援２

（別紙）

介護サービス等の一覧表①
2022/10/1現在



 

介護保険給付・前払金
及び月額利用料に含む

サービス

その都度徴収する
サービス

介護保険給付・前払金
及び月額利用料に含む

サービス

その都度徴収する
サービス

介護保険給付・前払金
及び月額利用料に含む

サービス

その都度徴収する
サービス

状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー
状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー
状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー

状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー
状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー

ー 実費／持込 ー 実費／持込 ー 実費／持込
週2回 週2回 週2回
週2回 週2回 週2回

未入浴時
状態に応じて※4

未入浴時
状態に応じて※4

未入浴時
状態に応じて※4

ー ー 状態に応じて※4

ー ー 状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー
状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー
状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー
状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー
状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー
状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー

付添 ー 付添 ー 付添 ー
ー 別料金※1 ー 別料金※1 ー 別料金※1

適宜対応 ー 適宜対応 ー 適宜対応 ー
適宜対応 ー 適宜対応 ー 適宜対応 ー

週1回以上及び必要時 別料金※1 週1回以上及び必要時 別料金※1 週1回以上及び必要時 別料金※1
週2回及び必要時 別料金※1 週2回及び必要時 別料金※1 週2回及び必要時 別料金※1
週1回及び必要時 別料金※1 週1回及び必要時 別料金※1 週1回及び必要時 別料金※1

ー 実費 ー 実費 ー 実費
ー 実費 ー 実費 ー 実費

指定日 別料金※1 指定日 別料金※1 指定日 別料金※1
ー 別料金※1 ー 別料金※1 ー 別料金※1
ー 実費 ー 実費 ー 実費

年2回機会を提供 実費負担 年2回機会を提供 実費負担 年2回機会を提供 実費負担
適宜対応 ー 適宜対応 ー 適宜対応 ー
適宜対応 ー 適宜対応 ー 適宜対応 ー

ー 医療費自己負担 ー 医療費自己負担 ー 医療費自己負担
状態に応じて※4 薬剤管理※3 状態に応じて※4 薬剤管理※3 状態に応じて※4 薬剤管理※3

ー 医療費自己負担 ー 医療費自己負担 ー 医療費自己負担
協力医療機関へ移送、
緊急時の病院等への移
送サービスは、上記の緊
急時対応として行いま

す。

協力医療機関以外は
実費

協力医療機関へ移送、
緊急時の病院等への移
送サービスは、上記の緊
急時対応として行いま

す。

協力医療機関以外は
実費

協力医療機関へ移送、
緊急時の病院等への移
送サービスは、上記の緊
急時対応として行いま

す。

協力医療機関以外は
実費

ー 別料金※1 ー 別料金※1 ー 別料金※1

必要に応じて
付添援助

実費 必要に応じて
付添援助

実費 必要に応じて
付添援助

実費

ー ※5 ー ※5 ー ※5

※3 【協力調剤薬局を利用する場合】
薬の管理及び服薬指導が必要な場合、居宅療養管理指導サービスを利用することが出来ます。介護保険上、「（介護予防）特定施設入居者生活介護」とは別の「居宅療養管理指導費」
の１割から３割の負担が必要となります。介護職員、看護職員は医師または薬剤師等の指示により、服薬援助を行います。

 〇服薬
＜入退院時、入院中のサービス＞
 〇医療費

 〇移送サービス

 〇入院中の生活援助
＜その他のサービス＞

 〇日用雑貨費用
＜健康管理サービス＞
 〇健康診断
 〇健康相談
 〇生活指導
 〇医師の往診

リネン交換
洗濯（業者依頼分）

 〇理美容

※4 ケアプラン（特定施設入居者生活介護計画書）の内容に基づき、サービスを実施します。
※5 ①実費（参加費、交通費、材料費等）、②付添援助（※１に定める別料金）等、事前に参加費のご案内をいたします。

 アクティビティ、その他サービス

 ホームが一律に提供する場合

 入居者の希望またはホームが参加者
 を募集して提供する場合

※1 ご本人の希望により別料金でサービスを選択できます。提供する時間帯（日中：8～18時、夜朝：6～8時 及び 18～22時、深夜：22～6時）により、価格が異なります。なお、医師等の指
示により、介護上必要な場合の３回目以降の入浴は、介護保険給付に含まれます。
【15分の場合】 日中：1,540円 夜朝：1,925円 深夜：2,310円、【30分の場合】 日中：2,475円 夜朝：3,093円 深夜：3,712円、【以降30分】 日中：2,475円 夜朝：
3,093円 深夜：3,712円、【240～480分の場合】 日中：1,100円 夜朝：1,375円 深夜：1,650円（すべて税込の金額）。

※2 認知症等により、特別な対応が必要になった場合になります。

 〇代行
買物
役所手続き

ナースコール
緊急搬送

＜生活サービス＞
 〇家事

清掃（居室）
洗濯

 〇機能訓練
 〇通院の介助

協力医療機関
協力医療機関以外

 〇緊急時対応

 〇身辺介助
体位交換
居室からの移動
衣類の着脱
身だしなみ介助
行動障害対応※2

要介護認定区分 要介護１ 要介護２ 要介護３

 〇排泄
排泄介助
おむつ交換

希望による週3回目から
の援助実施は別料金※

1

希望による週3回目から
の援助実施は別料金※

1

おむつ代
 〇入浴

希望による週3回目から
の援助実施は別料金※

1

一般浴介助

清拭

特浴介助

昼間 9:00 ～18:00
夜間 18:00～9:00

 〇食事介助

サービスの分類

＜介護サービス＞
 〇巡回

（別紙）

介護サービス等の一覧表②
2022/10/1現在



 

介護保険給付・前払金
及び月額利用料に含む

サービス

その都度徴収する
サービス

介護保険給付・前払金
及び月額利用料に含む

サービス

その都度徴収する
サービス

状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー
状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー
状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー

状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー
状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー

ー 実費／持込 ー 実費／持込
週2回 週2回
週2回 週2回

未入浴時
状態に応じて※4

未入浴時
状態に応じて※4

状態に応じて※4 状態に応じて※4

状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー
状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー
状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー
状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー
状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー
状態に応じて※4 ー 状態に応じて※4 ー

付添 ー 付添 ー
ー 別料金※1 ー 別料金※1

適宜対応 ー 適宜対応 ー
適宜対応 ー 適宜対応 ー

週1回以上及び必要時 別料金※1 週1回以上及び必要時 別料金※1
週2回及び必要時 別料金※1 週2回及び必要時 別料金※1
週1回及び必要時 別料金※1 週1回及び必要時 別料金※1

ー 実費 ー 実費
ー 実費 ー 実費

指定日 別料金※1 指定日 別料金※1
ー 別料金※1 ー 別料金※1
ー 実費 ー 実費

年2回機会を提供 実費負担 年2回機会を提供 実費負担
適宜対応 ー 適宜対応 ー
適宜対応 ー 適宜対応 ー

ー 医療費自己負担 ー 医療費自己負担
状態に応じて※4 薬剤管理※3 状態に応じて※4 薬剤管理※3

ー 医療費自己負担 ー 医療費自己負担
協力医療機関へ移送、
緊急時の病院等への移
送サービスは、上記の緊
急時対応として行いま

す。

協力医療機関以外は
実費

協力医療機関へ移送、
緊急時の病院等への移
送サービスは、上記の緊
急時対応として行いま

す。

協力医療機関以外は
実費

ー 別料金※1 ー 別料金※1

必要に応じて
付添援助

実費 必要に応じて
付添援助

実費

ー ※5 ー ※5

 〇移送サービス

 〇入院中の生活援助
＜その他のサービス＞
 アクティビティ、その他サービス

 ホームが一律に提供する場合

 入居者の希望またはホームが参加者
 を募集して提供する場合

 〇健康相談
 〇生活指導
 〇医師の往診
 〇服薬

※4 ケアプラン（特定施設入居者生活介護計画書）の内容に基づき、サービスを実施します。
※5 ①実費（参加費、交通費、材料費等）、②付添援助（※１に定める別料金）等、事前に参加費のご案内をいたします。

※1 ご本人の希望により別料金でサービスを選択できます。提供する時間帯（日中：8～18時、夜朝：6～8時 及び 18～22時、深夜：22～6時）により、価格が異なります。なお、医師等の指
示により、介護上必要な場合の３回目以降の入浴は、介護保険給付に含まれます。
【15分の場合】 日中：1,540円 夜朝：1,925円 深夜：2,310円、【30分の場合】 日中：2,475円 夜朝：3,093円 深夜：3,712円、【以降30分】 日中：2,475円 夜朝：
3,093円 深夜：3,712円、【240～480分の場合】 日中：1,100円 夜朝：1,375円 深夜：1,650円（すべて税込の金額）。

※2 認知症等により、特別な対応が必要になった場合になります。
※3 【協力調剤薬局を利用する場合】

薬の管理及び服薬指導が必要な場合、居宅療養管理指導サービスを利用することが出来ます。介護保険上、「（介護予防）特定施設入居者生活介護」とは別の「居宅療養管理指導費」
の１割から３割の負担が必要となります。介護職員、看護職員は医師または薬剤師等の指示により、服薬援助を行います。

＜入退院時、入院中のサービス＞
 〇医療費

 〇代行
買物
役所手続き

 〇日用雑貨費用
＜健康管理サービス＞
 〇健康診断

 〇家事
清掃（居室）
洗濯
リネン交換
洗濯（業者依頼分）

 〇理美容

 〇緊急時対応
ナースコール
緊急搬送

＜生活サービス＞

居室からの移動
衣類の着脱
身だしなみ介助
行動障害対応※2

 〇機能訓練
 〇通院の介助

 〇身辺介助
体位交換

 〇排泄
排泄介助
おむつ交換
おむつ代

 〇入浴

協力医療機関
協力医療機関以外

（別紙）

介護サービス等の一覧表③
要介護４ 要介護５

2022/10/1現在

希望による週3回目から
の援助実施は別料金※

1

サービスの分類

＜介護サービス＞
 〇巡回

希望による週3回目から
の援助実施は別料金※

1

一般浴介助

清拭

特浴介助

昼間 9:00 ～18:00
夜間 18:00～9:00

 〇食事介助

要介護認定区分



 

 

別添２ 

短期利用のサービス等の概要 

 

（１）サービスの内容 

利用可能期間 最短 2日（1泊 2日）  ～  最長 30 日（29 泊 30 日） 

サービス 

の内容 

１ 重要事項説明書「４サービスの内容」と同一である 

２ 重要事項説明書「４サービスの内容」と相違するところがある 

《上記２に該当する場合のサービス内容の相違点》 

  

  （２）利用料 

費用の支払方法 ※  利用料その他は、利用終了時に全額払い 

１日あたりの利用料     7,260円（税込）（1人あたり）  

 

年齢に応じた金額設定 無 ・ 有 

要介護状態に応じた金額設定 無 ・ 有 

 

料金プラン ※ 

利用料 

内  訳（円） 

管理費 
介護 

費用 
食費 

光熱 

水費 

家賃 

相当額 
その他 

7,260円 3,359円 0円 2,353円 176円 1,372円 0円 

円       

算定根拠 ※ 

管理費 短期利用における管理費の1日あたりの額  

介護費用 － 

食費 前払い方式で定める食費の1日あたりの額 

光熱水費 前払い方式で定める光熱水費の1日あたりの額  

家賃相当額 前払い方式で定める家賃相当額の1日あたりの額  

その他 － 

１日あたりの利用料に含

まれない実費負担等 ※ 

医療費、おむつ代、日用品費、嗜好品、個別外出介助、週2回を

超える入浴費用、協力医療機関以外への通院介助・移送サービス

、想定回以上の清掃・洗濯、買物・役所手続きの代行、レクリエ

ーション活動時の材料等の実費、理美容費  

介護保険に係る利用料 ※ 

（適用を受ける場合は、市

区町村から交付される「介

護保険負担割合証」に記載

された利用者負担の割合

に応じた額） 

特定施設入居者生活介護 

区 分 日  額 利用者負担額（１割の場合/２割の場合/３割の場合） 

要介護１ 7,757円 776円／1,552円／2,328円 

要介護２ 8,547円 855 円／1,710 円／2,565 円 

要介護３ 9,380円 938 円／1,876 円／2,814 円 

要介護４ 10,150円 1,015 円／2,030 円／3,045 円 

要介護５ 10,961円 1,097 円／2,193 円／3,289 円 

夜間看護体制加算Ⅱ（無・有） 

若年性認知症入居者受入加算（無・有） 

生産性向上推進体制加算Ⅰ（無・有） 

サービス提供体制加算Ⅲ（無・有） 

介護職員等処遇改善加算Ⅱ（無・有） 

  ※ 重要事項説明書の当該箇所に準じて記載すること 

 

 

 



 

 

（３）その他 

利用（契約）に際しての

留意点、特記事項等 

・個別的な外出のご要望があっても、お応えできない場合もあり

ますのでご了承ください。 

 



別添３ 作成年月日　　2024年　7月　1日

（本表は、指導指針の「建物の規模及び構造設備」の主な項目について、適合の有無を確認するものです。）

No. 指針項目 設備の有無 適合・不適合 備考（代替措置・改善計画等）

□

□

□

□

□

2 食堂 有 適合 □

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

7 談話室 有

8 面談室 有

9 汚物処理室 有
選択して
ください

□

□

□

□

□

12 スプリンクラー 有

□ 居室 □ 一時介護室 □ 浴室

□ 脱衣室 □ 便所 □ エレベーター

□

□

□

□

15 居室等の出入口 適合 □

※ 代替措置、改善計画等は、別紙で明記することも可能とします。

横須賀市有料老人ホーム設置運営指導指針 適合表

3 浴室 有 適合

介護浴槽（機械浴等）を設けていない。

その他（上記項目以外の主な指針不適合事項）

例（夜間対応職員を配置していない、前払金の保全措置を講じていない等、事業者が入居者に説明すべきと考える事項を記載してください。）

適合
居室

（一時介護室）
1

便所

14 廊下 適合

※すべての居室が個室で、床面積が18㎡以上であって、
　　かつ、居室内に便所及び洗面設備が設置されている
　　場合は廊下の有効幅員は1.4ｍ以上とすることができる。

有 適合

4

洗面設備5

看護・介護職員室10 有 適合

6
医務室

（健康管理室）
有 適合

有 適合

13 緊急通報装置 有 適合

11 有 適合エレベーター

不適合となっている項目についてチェック

個室ではない（相部屋がある）。

面積が13㎡以上(夫婦等居室は一人当たり10.65㎡以上)ない。

界壁で区分されていない。

地下に居室がある。

出入口が空地、廊下又は広間に直接面していない。

手指を洗浄する設備がない。

手すりがない。

スロープがない。

浴槽用リフトがない。

居室内未設置又は居室の近くにない。

常夜灯がない。

手すりがない。

共用使用の便所が男女別に整備されていない。

居室内未設置又は居室の近くにない。

談話室や廊下等を見通すことができる形状となっていない。

車椅子使用者に対応していない。

手すり等がない。

洗剤等を保管する設備がない。

医薬品等を錠付ロッカーなどで管理していない。

 （介護付有料老人ホームの場合）

両側に手すりがない。

連続して手すりが設けられていない。

引き戸やドアハンドル等を備えていない。

（要介護者等を入居対象とする場合）

ストレッチャーを収納できない。

手すり等がない。

 （未設置箇所）　

廊下幅が1.8m(1.4m※)以上ない。

手すり等がない。

 医務室（又は健康管理室）を設置していない。

居室のある階ごとに設置していない

（介護付有料老人ホームの場合）

居室のある階ごとに設置していない。


